
 資料１-１  

 

   善通寺市子ども・子育て支援会議の役割について 

 

 平成２４年８月に公布された「子ども・子育て支援法」に基づき制定された「善通

寺市子ども子育て支援会議条例」で定めるところにより、善通寺市子ども・子育て支

援会議を設置するもの。 

 

１ 名   称   善通寺市子ども・子育て支援会議 

 

２ 委 員 数   １５人 

 

３ 委員の任期   ２年 

          平成２５年９月１日から平成２７年８月３１日 

 

４ 委員の構成    

子どもの保護者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、子ども・子育

て支援に関し学識経験のある者、その他市長が必要と認める者 

 

５ 子ども・子育て支援会議の役割 

 ⑴ 子ども・子育て支援会議は、市町村が教育・保育施設や地域型保育事業の利用

定員を定める際に意見を述べる。（子ども・子育て支援法第３１条第２項、第４３

条第３項及び第７７条第１項第 1号２号関係） 

 ⑵ 子ども・子育て支援会議は、市町村が「子ども・子育て支援事業計画」を策定・

変更する際に意見を述べる。（子ども・子育て支援法第６１条第７項及び第７７条

第１項第３号関係） 

 ⑶ 子ども・子育て支援会議は、当該市町村の子ども・子育て支援に関する施策の

総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び施策の実施状況について調査審議

する。（子ども・子育て支援法第７７条第１項第４号関係）    

  


